
1 予算議案（15件）

番号 名称

1 令和６年度宮城県一般会計予算

2 令和６年度宮城県公債費特別会計予算

3 令和６年度宮城県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

4 令和６年度宮城県国民健康保険特別会計予算

5 令和６年度宮城県中小企業高度化資金特別会計予算

6 令和６年度宮城県農業改良資金特別会計予算

7 令和６年度宮城県沿岸漁業改善資金特別会計予算

8 令和６年度宮城県林業・木材産業改善資金特別会計予算

9 令和６年度宮城県県有林特別会計予算

10 令和６年度宮城県土地取得特別会計予算

11 令和６年度宮城県港湾整備事業特別会計予算

12 令和６年度宮城県水道用水供給事業会計予算

13 令和６年度宮城県工業用水道事業会計予算

14 令和６年度宮城県地域整備事業会計予算

15 令和６年度宮城県流域下水道事業会計予算



２ 予算外議案（30件）

（１） 条例議案（24件）

番号 名称 概要

16
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の
施行に伴う関係条例の整備等に関する条例

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行おうと
するもの

施行 令和６年４月１日
所管 人事課、子ども・家庭支援課

１ 女性自立支援施設に関する規定の整備
２ 引用法令の名称変更、文言の整理及び引用条項の移動

17 職員定数条例の一部を改正する条例

職員の定数を改定しようとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 人事課

１ 警察職員定数の改定
２ 学校職員及び県費負担教職員定数の改定

18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

組織改編に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 人事課

級別標準職務表のうち、医療職給料表（三）に警察の職務を追加する改正



番号 名称 概要

19
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例

引用法律の改正等に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日等
所管 人事課

１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う引用法律の名称変更、
文言の整理及び引用条項の移動

２ 宮城県高等看護学校の閉校に伴う関係規定の削除
３ 動植物等取扱手当の支給対象所属の追加
４ 防疫等作業手当における一部業務の支給額の引上げ
５ 警ら手当の支給対象業務の整理及び追加
６ 犯罪被害者等支援業務手当の支給額の引上げ
７ 死体処理手当における特例規定の削除

20
知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の
一部を改正する条例

地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 行政管理室

引用条項の移動

21 手数料条例等の一部を改正する条例

手数料の納入方法について、所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日等
所管 財政課

キャッシュレス決済での手数料納入を可能にする規定を追加



番号 名称 概要

22 手数料条例の一部を改正する条例

各種手数料の新設等、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日等
所管 財政課

１ 危険物取扱者試験、危険物取扱者保安講習及び消防設備士試験に係る手数料の
改定

２ 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造許可申請手数料の改定
３ 厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準の改正に伴う介護支

援専門員更新研修の受講科目の変更
４ 廃止した宮城県高等看護学校等に係る成績証明書等の交付手数料の新設

（400円／件）

23 県庁舎等整備基金条例の一部を改正する条例

基金の設置目的の追加のため、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 管財課

１ 条例名を公共施設等整備基金条例に変更
２ 基金の設置目的に「県が設立した地方独立行政法人が行う施設・備品の整備等」を

追加

24
行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正す
る条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に
伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日等
所管 デジタルみやぎ推進課

１ 県が執行機関間で特定個人情報を提供できる事務の追加
→１事務（外国人に対する生活保護に係る事務）

２ 県が執行機関内で特定個人情報を利用できる場合の拡充
３ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改

正に伴う規定の整理



番号 名称 概要

25 県民会館条例の一部を改正する条例

駐車場使用料の上限額を改定する等、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 消費生活・文化課

１ 駐車場の時間当たり使用料の上限額を改定（200円／30分）
２ 使用時間の制限の廃止

26
みやぎハートフルセンター条例の一部を改正する条
例

会議室使用料の上限額を改定する等、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 社会福祉課

１ 会議室使用料の上限額の改定
２ 使用料を徴収する時間区分の見直し

27
特定地域看護師確保対策修学資金貸付条例の一
部を改正する条例

修学資金の貸付業務に関し、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 医療人材対策室

貸付対象者の範囲の見直し

28 介護研修センター条例の一部を改正する条例

介護研修センターの移転に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 長寿社会政策課

１ 介護研修センターの位置の変更（大崎市 → 黒川郡大和町）
２ 研修室の貸出しに関する規定の整備



番号 名称 概要

29
子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正す
る条例

保育所の整備の促進その他子育てを支援する事業を継続するため、失効期日を延長
しようとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 子育て社会推進課

失効期日を令和７年６月３０日（改正前令和６年６月３０日）まで延長

30
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例

児童福祉法等の改正に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 子ども・家庭支援課

１ 里親支援センターの設備及び運営に関する基準の新設
２ 文言の整理

31 家畜伝染病予防法施行条例の一部を改正する条例

牛、めん羊又は山羊の伝達性海綿状脳症検査手数料を改定しようとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 家畜防疫対策室

手数料の改定 7,400円 → 18,000円

32 漁港管理条例の一部を改正する条例

農林水産大臣の定める模範漁港管理規程例に準じ、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 水産業基盤整備課

１ 占用料を徴収できる者として漁港施設等活用事業を行う者を追加
２ 文言の整理及び引用条項の移動



番号 名称 概要

33 公共用財産管理条例の一部を改正する条例

漁港漁場整備法の改正に伴い、規定の整理を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 用地課

引用法令の名称変更

34 流水占用料等条例の一部を改正する条例

占用料等の減免規定を新設しようとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 河川課

自然災害その他のやむを得ない理由により知事が特に必要と認める場合について、占
用料等を減免する規定を新設

35 入港料条例の一部を改正する条例

ポートラジオの導入に伴い、入港料の改定等、所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日から２年を超えない範囲内において規則で定める日
所管 港湾課

１ 仙台港区の入港料の改定
２ 規定の整備



番号 名称 概要

36 建築基準条例の一部を改正する条例

建築基準法の改正等に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日等
所管 建築宅地課

１ 大規模修繕等を行う場合について、接道義務の緩和に係る特例認定の申請手数料
の新設 （27,000円/件）

２ 大規模修繕等を行う場合について、道路内建築制限の緩和に係る特例認定の申請
手数料の新設 （27,000円/件）

３ 建築副主事制度の創設に伴う規定の整備
４ 東日本大震災の被災者が行う建築確認申請等の手数料の減免措置期間を延長

（現行）令和６年３月３１日まで → （延長後）令和７年３月３１日まで

37 県営住宅条例の一部を改正する条例

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行等に伴い、所要の改正を行お
うとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 住宅課

１ 文言の整理及び引用条項の移動
２ 入居者の資格に関する特例の対象の拡大

38 公安委員会関係手数料条例の一部を改正する条例

各種手数料の改定等、所要の改正を行おうとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 警察本部

１ 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の手数料の改定
２ 警備業等の認定証等に係る手数料の廃止

39 衛生技術者養成施設条例を廃止する条例

宮城県高等看護学校の閉校に伴い、条例を廃止しようとするもの

施行 令和６年４月１日
所管 医療人材対策室



（２） 条例外議案（6件）

番号 名称 概要

40 多文化共生社会推進計画の策定について

宮城県多文化共生社会推進計画を策定することについて、多文化共生社会の形成の
推進に関する条例の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの

所管 国際政策課

○計画の内容
１ 計画策定の考え方
２ 基本理念と基本方針
３ これまでの取組及び外国人県民を取り巻く現状・課題
４ 施策の柱と事業の取組方針
５ 計画推進のために

41
県行政に係る基本的な計画の変更について（第２期宮
城県教育振興基本計画）

第２期宮城県教育振興基本計画を変更することについて、宮城県行政に係る基本的な
計画を議会の議決事件として定める条例の定めるところにより、議会の議決を受けよう
とするもの

所管 教育企画室

１ 計画期間の２年延長
２ 新学習指導要領の実施、教育機会確保法に基づく児童生徒への支援、教育DXの

推進などの状況変化等を踏まえた内容の見直し

42 包括外部監査契約の締結について

包括外部監査契約を締結することについて、地方自治法の定めるところにより、議会の
議決を受けようとするもの

所管 行政経営推進課

１ 契約の始期
令和６年４月８日

２ 契約の金額
13,200,000円を上限とする額

３ 契約の相手方
上野 陽一（公認会計士）



番号 名称 概要

43 一級河川の指定について

河川法の定めるところにより、一級河川の指定について国土交通大臣から意見を求め
られたのに対し、異議がない旨の意見を述べようとするもの

所管 河川課

○鳴瀬川水系

区分 名称 区　　  　　　　　　　間

小黒沢川 上流端　左岸　宮城県加美郡加美町宮崎字寒風澤岳１番ノ１
                寒風沢岳国有林２１７林班ほ１小班地先
　　　　　 右岸　同町宮崎字寒風澤岳１番ノ１寒風沢岳国有林
                ２１７林班ち２小班地先
下流端　筒砂子川への合流点

石倉沢川 上流端　左岸　宮城県加美郡加美町字漆澤嶽山１番漆沢岳山
　　　　　　　　国有林２１６林班る１小班地先
　　　　　 右岸　同町宮崎字寒風澤岳１番ノ１寒風沢岳国有林
                ２１７林班ほ２小班地先
下流端　小黒沢川への合流点

ワケマイ沢川 上流端　左岸　宮城県加美郡加美町宮崎字寒風澤岳１番ノ１
                寒風沢岳国有林２１８林班ち小班地先
　　　　　 右岸　同町宮崎字寒風澤岳１番ノ１寒風沢岳国有林
                ２１８林班ろ７小班地先
下流端　筒砂子川への合流点

沼川 上流端　左岸　宮城県加美郡加美町字漆澤嶽山１番漆沢岳山
　　　　　　　　国有林２２４林班へ小班地先
　　　　　 右岸　同町字漆澤嶽山１番漆沢岳山国有林２２３林班
　　　　　　　　と小班地先
下流端　筒砂子川への合流点

指定



番号 名称 概要

44
公立大学法人宮城大学が定めた業務に関して徴収す
る料金の上限の変更の認可について

公立大学法人宮城大学が定めた業務に関して徴収する料金の上限の変更を認可する
ことについて、地方独立行政法人法の定めるところにより、議会の議決を受けようとす
るもの

所管 私学・公益法人課

○主な内容
専門研修受講料の上限の変更の認可

45 令和６年度市町村受益負担金について

令和６年度の農業農村整備事業（国営）に係る関係市町村の受益負担金について、土
地改良法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの

所管 農村振興課


